
令和８年４月１日から
利用券４００円

専用ゾーン1,500円
回数券13枚4,500円

大切なお知らせ

維持管理費等の値上がりの為、

ご利用者様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

（当施設は利用料で運営されております）

価格改定について

・ご購入済の回数券は、追加のご負担

なしでご利用いただけます

・新規回数券は利用期限延長等で

ご負担軽減をいたします。

お問い合わせ先

大分県生活環境部　食品・生活衛生課　TEL:097-506-3054

指定管理者　（株）そらまめ

県議会で条例改正が可決されたのち

　　正式に決定となります（3/26）



　　　令和８年４月から6月末まで
営業日：
月・火    9：00～12：30
         　14：30～17：00

土日祝    9：00～18：00

大切なお知らせ

これまでの利用状況をふまえ、休業日時を設けさせていただきました。

おおいた動物愛護センターに収容される保護犬の

社会化・ストレス緩和のための運動に利用する運びとなります。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

営業日・時間の変更

水・木・金がお休み　祝日の場合は営業します

  7月・8月（9月は未定）

夏季休業いたします

　　回数券をお持ちのお客様へ

お知らせ③をお読みください

（受付11時30分まで）

（受付16時まで）

（受付17時まで）

お問い合わせ先

大分県生活環境部　食品・生活衛生課　TEL:097-506-3054

指定管理者　（株）そらまめ

熱中症
予防のため



営業日変更に伴い
お持ちの回数券が

ご利用いただきにくいお客様は
下記期間で ご返金いたします

大切なお知らせ
回数券払い戻し

今後とも、当施設をご利用いただけますよう、
さらに努めてまいります。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

大分県生活環境部　食品・生活衛生課　TEL:097-506-3054

指定管理者　（株）そらまめ

回数券払い戻し：５月３１日まで
※４月からの営業日にご注意ください

※回数券をお持ちください
※ドッグラン受付にて ご返金いたします

みどりのドッグランで販売された下記ナンバーが対象です　

２２８９～２５８３
（利用期限が　R8年４月５日までのものから　R９年２月２８日までの回数券）


